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【開催主旨】 

今日、企業活動における危機管理、危機対応は、その重要性がますます高くなってきています。 

今回のセミナーは、弁護士としての、あるいは社外役員としての講師の実際の経験をもとに、さまざまな切口か

ら、危機管理、危機対応のためのポイントは何かを検討することによって、それぞれの企業のあり方に即したリ

スクマネジメント体制の構築に資することを、その目的としています。 

◆日 時 ： 2016 年 7 月 8 日（金） 13:30～17:00 

◆会 場 ： 東京・麹町 「企業研究会 セミナールーム」 

◆講 師 ： シティユーワ法律事務所  パートナー / 弁護士  片山 典之氏 
【略歴】 

              1987 年 司法試験合格 

         1988 年 早稲田大学法学部卒業 

         1990 年 司法修習修了（42 期）、弁護士登録（現在、東京弁護士会に所属） 

         1995 年 米国ワシントン大学ロースクール修士課程（LL.M.）修了 

            1996 年 米国ニューヨーク州弁護士登録 
 
長島大野法律事務所（現長島・大野・常松法律事務所）、 

ヒューズ、ハバード＆リード法律事務所（ニューヨーク）、 

東京シティ法律税務事務所（法律部門）、 

大和証券、大和証券ヱスビーキャピタル・マーケッツ（現大和証券）に出向（常勤、契約社員）、

法務部、金融商品開発部、プリンシパル・インベストメンツ部門にて執務、 

旧東京シティ法律税務事務所（法律部門）と旧ユーワパートナーズ法律事務所との業 務統合に

よりシティユーワ法律事務所設立(創立時パートナーとして参画)、現在に至る 

【著書】 

・「クレジットリスクの商品化」（『渉外弁護士業務データファイル』（渉外弁護士実務研究会編） 

所収 中央経済社 2000） 

・「クレジット・デリバティブー米国における取引の実際－」（共著、国際商事法務 Vol.25, No.7,  

1997）ほか 

  
一般社団法人 企業研究会 セミナー事務局宛  FAX  03-5215-0951  

                            ＊当会ホームページ（https://www.bri.or.jp）からもお申込みいただけます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

*申込書にご記入頂きました個人情報は、本研究会に関する確認・連絡及び弊会主催のご案内をお送りする際に利用させていただきます。 
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●受講料●１名〈税込み、資料代含む〉 

正会員 32,400 円 本体価格 30,000 円 

一 般 35,640 円 本体価格 33,000 円 

●申込書に所定事項ご記入の上、下記担当者あてに FAX 

いただくか、当会ホームページからお申し込みください。 

後日（開催日１週間～１０日前までに）受講票・請求書を 

お送り致します。 

●申込書をＦＡＸにてご送信いただく際は、ＦＡＸ番号を 

お間違えないようご注意下さい。 

●会員企業のご確認、その他セミナーに関するご不明な点に 

つきましては、当会ホームページより〔ＴＯＰ〕→ 

〔公開セミナー〕→〔よくあるご質問〕をご参照下さい。 

●最少催行人数に満たない場合は、中止とさせていただくこと

もありますので、ご了承下さい。 

一般社団法人企業研究会  
担当：村野  E-mail murano@bri.or.jp 
〒102-0083  

東京都千代田区麹町 5-7-2 麹町Ｍ－ＳＱＵＡＲＥ２Ｆ 

TEL 03-5215-3550   FAX 03-5215-0951 



危機管理、危機対応のためのポイント 
 

 

１．はじめに～自己紹介 

２．危機管理、危機対応とは 

３．有事の対応、有事のステークホールダー 

～従業員、近隣住民、取引先、銀行、投資家（株主）～ 

４．社内外のコミュニケーション 

５．個人の不正か、組織としての不正か 

６．従業員による不正 

７．取締役による不正 

８．事故 

９．業法規制 監督当局対応、コミュニケーション 

１０．専門家の利用 特に法律事務所について 

１１．外部による調査、第三者委員会 原因究明、再発防止 

１２．コンプライアンス体制の構築 

１３．説明責任 

１４．終わりに 

～リスクマネジメントの重要性～ 


